
解体工事特記仕様書（令和８年４月改定版）

14.電子納品

【4.3.1】

 公共建築工事標準仕様書（令和４年版）による内容改正

13.廃棄物処理委託

10.事前調査

※

・

※

・

※

・※

※

・

・

建物管理者 工事受注者

福岡市 局 部 課

Ｎo.

２

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名 解体工事特記仕様書（１）

１

各
章
共
通
事
項

章 項 目 特 記 事 項

※ 請負金額500万円以上の工事は、登録内容について、監督員の確認を受けた
後に、当該工事に関するデータを（財）日本建設情報総合センタ－(JACIC)に

下記の区分で１０日(土日祝日を除く)以内に登録し、「登録内容確認書」を監

・有害廃棄物処理・廃ＰＣＢ ・フロン類 ・廃石綿等 ・（ ）

1.工事範囲

・什器、備品類等の撤去

什器・備品類等

・フロン類、ハロン使用機器

・医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物
・使用されていた酸、アルカリ、薬品等の残さ

・ピット（浄化槽、便槽）汚泥

・オイルタンク内のオイル

・関連実施工事・植栽移植 ・工作物移設 ・表示看板（財産管理等）

・境界石設置工事 ・（ ）

2.工事実績情報ｻｰﾋﾞｽ

の登録(コリンズ)

【1.1.4】

その後の措置については、監督員の指示に従う。
状況を監督員に報告する。

3.文化財その他

埋蔵物

【1.1.12】

工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその

4.工事写真等

【1.2.3】

【1.3.3】

・適用する ・適用しない5.電気保安技術者

【1.3.5】

6.施工条件

【 注 意 事 項 】

※Ａ１サイズの場合、１／２とする。

・Ａ２サイズの場合、７／１０とする。

※契約用図面をＡ３サイズに縮小する場合の縮小倍率は、下記のとおり読み替え全ての図面共通とする。

（１節 共通事項）

撮影箇所及び方法については、監督員の指示及び「福岡市建築・設備工事写真

撮影要領」等の基準による。

令和元年度以降の改定事項

R2.3.31 建築物解体工事共通仕様書（平成31年版），公共建築改修工事標準仕様書（平成31年版），

（３節 工事現場管理）

（２節 工事関係図書）

1.樹木の伐採･移植

2.移植樹木の枯損

処置

【3.11.1】

（23.3.6）

・伐採樹木の抜根 ※行う ・存置

・移植樹木 ※図面図示による ・( )

枯損処置を行う期間 引渡しの日から ※ １年 ・（ 年間）

るなど止水又は漏えい防止措置を講ずること。

支障がない範位置で切断し、給水管、ガス管等は一次側をプラグ止めす

・図面図示による ・( )

※ 解体する場合は、事前措置として、各種設備機器の停止及び給水、ガス、

電力、通信の供給停止を確認し、給水管、ガス管、ケーブル等を解体に

3.地下埋設物及び

埋設配管の解体
【3.12.1】

4.検査・引き渡し 工事完了検査時は地中部分の撤去状況を確認するため、監督員の指示に従うこと。

5.解体工事後の
敷地保全方法 ・無し

・有り（・図面図示による ・( )）

建設副産物の処理について
1.発生材の処理

【1.3.10】 解体工事に際しては、再資源化を努めるとともに、再資源化の利用の促進に

関する法律、建設リサイクル法、建設廃棄物処理指針（旧厚生省生活衛生局水

道環境部産業廃棄物対策室）その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正

処理推進要綱(旧建設省)に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。

化や適正な処理が可能となるよう処理方法に応じて、分別を徹底するとともに、

適正に処理しなければならない。

種 類 処 理 方 法 等

指定副産物 ※再資源化施設で再資源化する。

・木材を指定建設資材廃棄物として縮減(焼却)

する。

・建設廃棄物を再資源化後、現場利用する。

(種類・適用箇所 )

・建設発生土（土砂）
・がれき類（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊）

（有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊）
（ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊）

・建設発生木材（木くず）

・廃石綿等 ※福岡市財政局 「アスベスト(石綿)除去改

・ガラス陶磁器くず

・廃プラスチック

・廃せっこうボード

・繊維くず
・紙くず

・金属くず

その他の副産物 ※建設副産物に応じた処理方法とする。

・建設汚泥を「自ら利用」する。

（福岡市環境局「建設汚泥の『自ら利用』に

係る事務処理要領」に基づき手続きを行う）

・建設汚泥

下記の建設副産物については、別表2（建設副産物の具体例）に従い、再資源

・建築物 ・地上部 ・地下部 ・杭 ・（ ）

・附属構造物 ・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・（ ）

・電気設備 ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・（ ）

・建物への引込線 ・敷地への引込線（廃止）

・（ ）

・給排水設備 ・建物内配管 ・衛生設備機器 ・（ ）

・建物への引込管 ・敷地への引込管（玉下ろし）

・（ ）

・空調設備 ・建物内配管 ・空調設備機器 ・（ ）

・建物内風道

・ガス設備 ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・（ ）

・建物への引込管 ・敷地への引込管（廃止）

・（ ）

・屋外付帯 ・門、門扉 ・塀、フェンス ・舗装（ ）

・植栽（ ） ・（ ）

また、届出の対象となる工事は、工事着手の15日前までに「産業廃棄物処理

計画書」、工事竣工時に「産業廃棄物処理実績報告書」を環境局に提出すること。

・印と※印のついた場合は、共に適用する。

・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

（１）項目は番号に○印のついたものを適用する。２．特記仕様

の適用 （２）特記事項は・印のついたものを適用する。

該項目、当該図、又は当該表を示す。

工事編）の当該項目、当該図、又は当該表を示す。

建築工事編）の当該項目、当該図、又は当該表を示す。

（６）形状寸法の単位は特記なきかぎりミリメートルとする。

（３）各項目に記載の【 】内表示番号は、建築物解体工事共通仕様書の当

（４）各項目に記載の（ ）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書（建築

（５）各項目に記載の［ ］内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書（

（８）建築物等の解体・撤去工事に適用する。

（７）共通仕様書及び標準仕様書の監督職員は監督員と読み替える。

Ⅰ 工事概要
１．工事名称

２．工事場所

３．工事期間

７．その他

６．

４．工事概要

５．別途工事

契約不適合責任期間

工事を施工しない日

工事を施工しない時間帯

福岡市 区

契約締結の翌日から

受け渡し完了の日から ｹ年間

・工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所 ※敷地内 ・( )

・その他の施工条件( )

4.石綿含有保温材等
の除去 ※ 原形のまま手ばらし

・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

処分方法 ※管理型最終処分場で特別管理型産業廃棄物として埋立処分

飛散防止措置 ※湿潤化 ・固形化

・6.3.2による（手ばらし以外の場合，石綿含有吹付材に準ずる）

除去工法 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

除去工法 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」
の除去

5.石綿含有成形板等

【6.5】

【6.4】

受注時、途中変更時、訂正時、竣工時

【1.3.6】
【1.3.9】

及び環境保全

7.施工中の安全確保

う災害、事故の防止及び周辺環境の保全に努める。

処し、その内容を文書にて監督員に報告を行うこと。

工事に伴う現場周辺からの苦情については、受注者が誠意を持ってこれに対

施工技術指針を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴

防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従うとともに、建築工事安全

振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令等によるほか、建設工事公衆災害

建築基準法、労働安全衛生法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、

【1.3.8】 共工事にかかる事故報告要領」に基づき報告すること。

災害及び事故が発生した場合は、直ちに監督員に連絡するともに「福岡市公8.事故報告

9.発生材の処理等

【1.3.10】

本特記仕様書「８ 建設副産物の処理」による

【3.10.1】

R5.4.1 建築物解体工事共通仕様書（令和４年版），公共建築改修工事標準仕様書（令和４年版），

 公共建築工事標準仕様書（平成31年版）による内容改正

写しを監督員に提出する。

2.除去工事共通事項 石綿作業主任者、特別管理産業廃棄物管理責任者を選定した際は、資格証明書の

3.石綿含有吹付材除 除去工法 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」
去工事

処分方法 ※管理型最終処分場で特別管理型産業廃棄物として埋立処分

・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

飛散防止措置 ※湿潤化 ・固形化

※ 6.3.2による
【6.3】

2.石綿粉じん濃度

測定は、「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」に定める方法をもとに

監督員と協議する。除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある場合

はその規制に従う。

石綿粉じん濃度測定 ※行う（測定箇所数（ 箇所））

 ・行わない  測定

4.工事用水

3.監督員事務所

【2.3.1】

・設置する （ ）㎡程度 ※設置しない

・設備の種類 ※監督員と協議 ・( )

・備品等の種類（ ）

・備品等の数量（ ）

5.工事用電力

※施工体系図 ・運搬経路表示板

※工事表示板 ※建設業許可票 ※労災保険関係成立票6.工事表示板等

7.工事車両の出入口

交通整理員 ・配置する（ 名以上） ・配置しない

工事車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。

構内既存の施設 ・利用できる（※有償 ・無償） ※利用できない

構内既存の施設 ・利用できる（※有償 ・無償） ※利用できない

1.埋戻し及び盛土 種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種
【3.13.1】
（表3.2.1）

2.地均し ・不陸直し ・（ ）

（3.2.4） 搬入土   ・有 ・無

3.建設発生土の処理
（3.2.5）

４

土

工

事

（３節 仮設物）

締固め ※300mm程度ごとに行う ・その他（ ）

※ 構外指定処分（「ⅩⅣ．建設発生土 指定処分場」参照） ・構内処分

【2.2.2】

【2.2.2】

※枠組足場  ・くさび緊結式足場 ・単管足場 ・( )

2.構 台

乗入れ構台 ・設置する（幅員 ｍ、長さ ｍ） ・設置しない

養生構台 ・設置する（図面図示による） ・設置しない

３）外部足場

垂直防護施設 ・メッシュシート ・防炎シート ・枠付き金網

 ・防音シート ・アルミ防音パネル ・( ）

水平防護施設 ・防護柵（朝顔） ・ダブルネット ・(  ）

防護施設等取付足場・単管一本足場 ・枠組本足場（Ｗ＝ ）・(    ）

設置範囲 ※図示による ・( )

設置高さ ※図示による ・( )

設置期間 ※工事期間中 ・( )

1.危険防止

１）騒音･粉じん
等の対策

【2.2.1】

２）仮囲い

【2.2.2】

仮囲い等 ・設けない ※設ける

種類等 ・成形鋼板（Ｈ＝ ｍ） ・亜鉛引鉄板（Ｈ＝ ｍ）

ゲート   ・シート （Ｗ＝ ｍ） ・パネル（Ｗ＝ ｍ）

・シート張り ・ロープ張り ・図面図示による

・ハンガー（Ｗ＝ ｍ） ・図面図示による

３

仮

設

工

事

（２節 騒音、粉じん、足場等）

ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。

場内の出入りを禁止する。

事現場内に出入りさせないこと。不法無線器設置のダンプトラック等の工事現

さし枠の装置または、物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックは、工

 取り合い 障害物等を移設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。
工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または

処理委託契約書及び産業廃棄物管理表（マニフェスト）の原本を監督員に提示
すること。

調査範囲 ※図面図示による（施工範囲） ・（ ）

（５節 石綿含有建材の調査）

1材料あたりの試料数

・定性分析１ ・定性分析２ ・定性分析３ ・定量分析１ ・定量分析２

※ ３ ・(            )

「アスベスト分析マニュアル」（厚生労働省）による調査方法

調査結果は、監督員に提出すること。

石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ資格者による事前調査を行う。

・貸与できる資料等（ ・ 既存図 ・ 石綿含有調査報告書 ）

資格者の分析による石綿含有調査 ・行う（下記による） ・行わない

［1.4.1］

11.過積載等の防止

12.既存建物との

７

そ

の

他

１．共通事項

Ⅱ 解体工事仕様

部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」（共に令和
図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕

１０．その他
ては、特段の理由がない限り地場企業への発注等を行うこと。

（３）受注者は、下請業者の１次下請に地場企業を使用しない場合、事前にその理

（２）受注者は、工事にかかる資材･製品については、特段の理由がない限り地場
企業資材･製品を使用すること。

（１）受注者は、工事施工に伴う下請業者及び資材･製品供給業者の選定にあたっ

由を付した書面を施工体制台帳に添付のうえ，監督員に提出すること。

（４）受注者は、使用する資材･製品について、事前に書面を監督員に提出すること。

（６）福岡市契約事務規則第４１条１項４号に定める中間技術検査

（該当事項○印） ・実施する ・実施しない

（５）施工体制の確認方法は、「Ⅳ 施工体制の確認」による。

る発注者がその必要がないと認めるものは本工事については下記による。

（該当事項○印） ・請負代金内訳書 ・工程表

８．特記事項 福岡市契約事務規則３２条２項、また福岡市建設工事請負契約約款第３条２項によ

９．安全管理 （１）設備関連工事等が別途工事となる場合の解体工事受注者は、労働安全衛生法

第３０条第２項に基づく特定元方事業者とし当現場の関連事業者を含めて、労

働災害を防止するための、必要な措置を講じること。

（２）解体工事受注者は、本工事の施工にあたって建設用重機（対象機械の範囲は

別途指示）による施工に係る工事を下請負人に施工させる場合は、市長にその

下請負人の名称その他必要事項について書面をもって通知すること。

（３）本工事施工中は、別途工事施工業者と連絡を密にし当該工事関係者と協力し、

工事全体の円滑な推進を図るように解体主体業者が責任を持って指導すること。

員の労働災害防止対策の徹底を図ること。
（４）警備契約書及び警備計画書等で取り決めた警備業務の範囲に基づき、交通誘導

７年版）、「建築物解体工事共通仕様書（令和４年版)」によること。

監督員が指示する近隣の家屋等の現況を工事着手前に調査すること。

工事に伴って、障害となるすべての物を撤去、移動若しくは保護処置を行う

場合は監督員の承諾を受けること。

・ＰＣＢ使用機器の有無

・オイルタンク内のオイルの有無

・ピット（浄化槽、便槽）汚泥の有無

・使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無

・医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物の有無

・フロン類、ハロン使用機器の有無

・什器、備品類等の有無

・（ ）

・（ ）

敷地内障害物の調査 ・行う ・行わない （・空中 ・地上 ・地下）

敷地内配管、配線の調査 ・行う ・行わない

地下水位の調査 ・行う ・行わない

2.敷地状況の調査

・浄化槽等の汚水及び汚物の回収，洗浄，消毒等 ・行う ・別途工事

・オイルタンク及び配管内等の廃油の回収，洗浄等 ・行う ・別途工事

※要する ・要しない

・（ ）   ・行う ・行わない

・六ふっ化硫黄ガス 分析調査   ・行う ・行わない

・ＰＦＯＳ(ペルフルオロ) 分析調査  ・行う ・行わない

・（ ）   ・行う ・行わない

・ダイオキシン類 サンプリング調査 ・行う ・行わない

・廃ＰＣＢ 微量ＰＣＢ分析調査 ・行う ・行わない

・ＰＣＢ含有シーリング材 分析調査 ・行う ・行わない

7.特殊な建設副産物

【7.3.1】

6.特別管理産業廃棄

物の分析調査

【5.4.1】

5.施工計画書

4.障害物対策

3.事前措置
【3.2.1】

の分析調査

・廃石綿 分析調査 ・行う ・行わない

２

調

査

計

画

【1.4.1】

1.解体対象物の解体

着手前事前調査

※アスベスト含有物の有無

の案件は対象
・上記以外で市が指定する工事

※工事情報共有システムを利用した案件は対象

作成は福岡市電子納品の手引き（建築・設備工事編）による。

※「福岡市工事競争入札参加者等等級格付け」で予定価格が建築A.B,C等級

・指定する  ・指定しない

ライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、

※ 足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン」について｣

（厚生労働省 令和5年12月26日）の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイド

全ての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものとし、「手

すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」２(1)手すり据置方式または

(2)手すり先行専用足場方式により行うこと。

（１節 石綿含有建材の除去工事）

適用基準 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」(福岡市財政局)1.一般事項

※塵埃、ｺﾝｸﾘｰﾄ屑等を撤去し、地均しをする。
・塵埃、ｺﾝｸﾘｰﾄ屑等を撤去し、凹部に良土を入れ工事用地全面にﾛｰﾗｰ転圧をする。

4.工事用地の復旧

・木造の解体

内装材、造作材の撤去 ※手こわし ・機械解体 ・両者併用

外装材の撤去 ・手こわし ・機械解体 ※両者併用

屋根葺材等の撤去 ※手こわし ・機械解体 ・両者併用

軸組構造材の撤去 ※機械、手こわしの併用 ・（ ）

基礎、土間の撤去 ※圧砕機、ブレーカの併用 ・（ ）

・鉄骨造の解体

内装材、造作材の撤去 ※手こわし ・機械解体 ・両者併用

外装材の撤去 ・手こわし ・機械解体 ※両者併用

屋根葺材等の撤去 ※手こわし ・機械解体 ・両者併用

鉄骨部材の撤去 ※ガス切断 ・鉄骨切断カッター

基礎、土間の撤去 ※圧砕機、ブレーカの併用 ・（ ）

・ＲＣ造、ＳＲＣ造の解体

内装材、造作材の撤去 ※手こわし ・機械解体 ・両者併用

地上部分の撤去 ※圧砕機、ブレーカの併用 ・圧砕機、転倒併用

地下部、基礎部の撤去 ※圧砕機、ブレーカの併用 ・（ ）

鉄骨部材の撤去 ※ガス切断 ・鉄骨切断カッター

・撤去する ・残置する

・引き抜き工法

・直接引き抜き ・プレボーリング ・バイブローケーシング

・ケーシングジャッキ ・ケーシングオーガー ・（ ）

・破砕工法

・ドーナツオーガー ・ロックオーガー ・深礎

・オールケーシング（ベノト） ・（ ）

既存残置杭の種別、杭径、杭位置、杭頂部高さを記録し、報告すること。

2.とりこわし方法

・（ ）

3.杭の撤去

【3.9.2】

1.使用機材

判断基準は「福岡市グリーン購入ガイドライン」による。

環境負荷を低減できる建設機械を選定するように努めること。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により

4.杭の位置の報告

【3.9.2】

5.公害の防止

発生部に高圧ジェットポンプ等により常時十分な散水を行うこと。

粉塵の飛散防止のため、ブレーカー、穿孔機、破砕機、圧砕機等による粉じん

引き抜いた杭の処理 ・（ ）

【2.2.1】

５

解

体

工

事

８

建

設

副

産

物

の

処

理

※「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止

６

石
綿
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

対策徹底マニュアル」（最新版）（厚労省・環境省）

※ 原形のまま手ばらし

 ・中間処理（溶融処理又は無害化処理）

として埋立処分

石綿含有産業廃棄物として埋立処分

・せっこうボード  ※管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物

・成形板等(せっこうﾎﾞｰﾄﾞ除く) ※安定型もしくは管理型最終処分場で

処分方法

塗材の除去
6.石綿含有外壁仕上

処分方法 ※安定型もしくは管理型最終処分場で石綿含有産業廃棄物として

除去工法 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

埋立処分

養生 ※「アスベスト（石綿）除去改修工事仕様書」

修工事仕様書」(最新版)、厚労省・環境省
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止
及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュア
ル」（最新版）及び環境省「石綿含有廃棄
等処理マニュアル」に従い、
除去、収集、運搬、処分を行う。

※ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊を含む）、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊については、認定再利

・ダイオキシン類 ・( )

・廃ＰＣＢ等
に従い、判別、整理、引渡しを行う。

※ＰＣＢ使用電気機器の取扱について（旧通
産省）」に従い、届出をし保管できるよう
にして施設管理者に引き渡すこと。

・ひ素･ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・特定物質（フロン，ハロン）

・イオン化式感知器

・六ふっ化硫黄ガス

・ＰＦＯＳ

※製造業者に回収を委託すること。

※処理業者に処理を委託すること。

※製造業者に引き渡すこと。

※適切な燃焼･排ｶﾞｽ処理設備を有する中間処理施設

※製造業者に回収委託又は管理型最終処分場

・CCA処理木材(防腐剤処理木材)

・廃油 ・焼却処分 ・中間処理施設で再生処理

※製造業者に委託して回収させること。
・中和処理 ・焼却処分 ・再生処理

・廃酸・廃アルカリ

※解体工事共通仕様書7.3.1による。

・引き渡しを要するもの（・ＰＣＢ含有物 ・   ）

用施設（中間処理施設）への搬入とすること。

※福岡市「ＰＣＢ使用電気機器の処理要領」

【6.1.3】

【6.2.1～4】

R8.4.1 建築物解体工事共通仕様書（令和４年版），公共建築改修工事標準仕様書（令和７年版），

 公共建築工事標準仕様書（令和７年版）による内容改正

督員に提示すること。



せず予定価格を作成している。現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、「週単位の週休

福岡市 局 部 課

Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名 解体工事特記仕様書（２）

３

許可申請・届出等 提 出 先

県知事（各建築行政窓口）

電力会社
電力会社

電灯、電力撤去申込

自家用電気廃止申込

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物の保管及び

処分状況等届出書

建設リサイクル法の通知書等

電話会社

水道局

消防署

ガス会社

消防署

消防署

道路管理者

道路管理者

警察署

警察署

労働基準監督署

労働基準監督署

（市）監督担当課

各区役所生活環境課

各区役所生活環境課

電話機撤去申込

水道使用中止届

ガス装置撤去申込

危険物貯蔵所廃止届

危険物仮貯蔵仮取扱届

圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱届

浄化槽廃止届

道路占用許可申請

特殊車両通行許可申請

道路使用許可申請

通行禁止道路通行許可申請

特定建設作業実施届

労働基準法に関する各種届出

労働安全衛生法に関する各種届

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物の保管事業場
の変更届出書

（市）環境局産業廃棄物指導課

（市）環境局産業廃棄物指導課

建築物除却届

市

市

市

市

市

市

市

市

工事受注者

工事受注者

工事受注者

工事受注者

工事受注者

工事受注者
工事受注者

工事受注者

工事受注者

工事受注者

市

市

提 出 者

（市）住宅都市局建築物安全推進課

工事受注者

別表１（各種許可申請及び届出）

フロン類回収実績報告書

別表２（建設副産物の具体例）

分 類

ゴムくず

廃プラスチック類

金属くず

建
設
副
産
物

建
設
廃
棄
物

産
業
廃
棄
物

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

天然ゴムくず

燃えがら

事務所ごみ

現場内焼却残渣物（事務所ごみ）

（図面、雑誌、飲料空き缶、弁当がら、生ごみ）

工事から排出される産業廃棄物の具体的内容
廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、

廃タイヤ、廃シート類

鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず、

廃缶類

ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火れんがくずガラスくず及び陶磁器くず

がれき類

廃プラスチック類

ガラスくず及び

陶磁器くず、がれき

金属くず

繊維くず

木くず

廃 油

燃えがら

紙くず

③レンガ破片

②アスファルト・コンクリート破片

①コンクリート破片

有機性のものが付着・混入した廃容器・包装

現場内焼却残渣物（ウェス、段ボール等）

工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリート

の破片、その他これに類する不要物

工作物の解体木くず（木造解体材、内装撤去材）、新築、

改築等の木くず（型枠、足場材等、内装建具工事等の残

材）、伐根材・伐採材

工作物の新築、改築、又は撤去に伴って生ずる紙くず

（包装材、ダンボール、壁紙くず、障子）

工作物の新築、改築、又は除去に伴って生ずる繊維くず

（廃ウエス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん）

廃石膏ボード、廃ブラウン管（側面部）、有機性のもの

が付着・混入した廃容器・包装

有機性のものが付着・混入した廃容器・包装、鉛管、鉛

板、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極

アスファルト乳剤等の使用残渣（タールピッチ類）、防

水アスファルト、重油

安
定
型
処
分
場
で
処
分
で
き
る
も
の

廃石綿等

廃酸（ｐＨ２．０以下）

廃ＰＣＢ等

硫酸等（排水中和剤）
六価クロム含有臭化リチウム（冷凍機冷媒）

ＰＣＢを含有したﾄﾗﾝｽ、ｺﾝﾃﾞﾝｻ、蛍光灯安定器

廃アルカリ（ｐＨ１２．５以上）

引火性廃油（引火点７０℃以下） 揮発油類、灯油類、軽油類

飛散性アスベスト廃棄物（吹付石綿・石綿含有保温材・ 
石綿含有耐火被覆板を除去したもの、石綿が付着したシ
ート、作業衣等）

一
般
廃
棄
物

有 価 物 スクラップ等他人に有償で売却できるもの

建設発生土
港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類する
もの

建
設
発
生
土
等

汚 泥 含水率が高く粒子の微細な泥状の掘削物

掘削物を標準仕様ダンプトラックに山積みできず、
また、その上を人が歩けない状態（コーン指数が概

ｋｇｆ／cm2以下）

ね2ｋｇｆ／cm2以下、又は一軸圧縮強度が概ね0.5

具体的には場所打杭工法・泥水シールド工法等で生
ずる廃泥水等

安
定
型
処
分
場
で
処
分
で
き
な
い
も
の

現場事務所での作業、作業員の飲食等に伴う廃棄物

土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

務を負う旨を定めなければならない。

１．本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合，受注者は，調

査票等に必要事項を正確に記入し市に提出する等，必要な協力を行わなければならない。

また，本工事の工期経過後においても，同様とする。

２．調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者が

なった場合，受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後

においても，同様とする。

３．公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受

注者は，労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等，

日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

４．受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，受注者は，当該下請工事

の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前３項と同様の義

Ⅴ．公共事業労務費調査に対する協力

工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは，下記のとおりとする。

ただし，軽微な設計変更に伴うものは，工期の末（複数年度にわたる工事にあっては，

契約変更の時期について

各会計年度の末，または工期の末）に行うことができるものとする。

軽微な設計変更とは，原則として次に掲げるもの以外をいう。

Ⅵ．設計変更にかかる取り扱い

設計変更に伴う契約変更の手続きは，その必要が生じた都度，遅滞なく行うものとする。

第３条 不備が発覚した場合の措置

（１）工事成績評定での減点処置

（２）請負代金の支払い

（３）悪質なケ－ス

監督課、検査課が連携し減点措置を行う場合がある。

書類が完備するまでは検査完了として取り扱わず、請負代金の支払い事務を開始し

ないものとする。

虚偽の記載や一括下請等悪質なケ－スが判明した場合は、関連部署と協議の上、建

設業許可部局への通知や指名停止等の措置を行う場合がある。

（１）下請契約を締結した場合は、「施工体制台帳」及び「工事作業所災害防止協議会

（２）下請契約を締結しない場合は、施工計画書等により確認する。

（３）施工体制に変更が生じた場合は、上記書類をそのつど提出すること。

第２条 施工体制の確認に関する点検

（１）抜き打ち点検

（２）検査時における点検

本工事の施工体制の確認は以下の方法により行う。

兼施工体系図」を基に確認する。

（施工体制台帳）

施工計画書に添付せずに、施工体制台帳の写しを単体で提出すること。

（工事作業所災害防止協議会兼施工体系図）

①施工計画書ではなく、施工体制台帳に添付すること。

②工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すること。

一括下請など施工体制に関する点検を抜き打ちで行う場合がある。

Ⅰ 10.その他（10）で適用する中間技術検査等、各段階の検査時において点検を行う。

第１条 施工体制の確認方法

Ⅳ．施工体制の確認

Ⅲ．現場代理人及び技術者の適正配置について

１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）

・ 本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事であり

他の工事への兼任は認められません。

ける現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事です。

※ 契約金額が4,500万円（建築一式工事：9,000万円）以上となる場合、本工事にお

ただし、下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとします。

① 請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間

（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により

工事を全面的に一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の

工場製作を含む工事全般について、工場制作のみが行われている期間

２．監理技術者等の工事現場にける専任及び専任期間について

※ 監理技術者制度運用マニュアル（国交省）による

３．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について

の雇用関係にあること。

雇用関係にあること。

ること。

○ 指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の

○ 随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあ

建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、特例監理

技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

要件を満たす必要がある。

ある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の

○ 一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上

４．専任特例２号の監理技術者（特例監理技術者）の配置について（該当事項○印）

・ 本工事は、専任特例２号の監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書

・ 本工事は、次の要件に該当する場合、専任特例２号の監理技術者（建設業法第26条

第２号による監理技術者）の配置は認められません。

第３項ただし書第２号による監理技術者）を配置することができます。

① 本工事の当初請負金額が3億円未満である場合

緊急巡回等が必要な維持工事同士（単価契約含む）でない場合

② 兼任する工事が、24時間体制での応急処理工や

【 最終改正 令和 ７年 １月 ２８日 】

R07.02.01 現場代理人及び技術者の適正配置に関する記載内容を変更
R07.03.01 快適トイレの設置に関する記載内容を一部修正

ⅩⅠ．工事情報共有システム

１.発注方式について（該当事項○印）

・発注者指定方式（発注者が工事情報共有システムを利用することを指定して実施）

・受注者希望方式（受注者が工事情報共有システムの利用を希望する場合は協議して実施）

２.費用補正について
１）発注者指定方式

工期に応じて共通仮設費に積み上げ積算して、予定価格を作成している。
工期に変更があった場合は、期間の増減に応じて設計変更する。

２）受注者希望方式

工事情報共有システムの利用期間に応じて、増額変更する。

３.指定システム

電納ASPer （株）建設総合サービス

本工事において，受注者は政府労災保険への加入義務がある場合，法定外の労災保険に

付さなければならない。また，保険契約を締結した際はその証券又はこれに代わるものを

監督員に提示すること。

Ⅹ．法定外の労災保険の付保① 設計変更額（２回以上変更がある場合はその合計額）が当初設計金額の２０％を

超えるもの

② 構造，工法，位置又は断面等の変更で重要なもの

④ その他上記に準ずる重要なもの

③ 市議会の議決を得る又は市議会に報告する必要があるもの

【適 用】（適用事項○印）

・地下埋設物が予想される場所において、工事を実施する場合

・オールケーシング工事の場合

１）工事箇所に近接する地下埋設物等について，その種類，位置，形状，深さ，構造等を

確認し，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとする。

なお、対策が必要となった場合には，監督員と協議を行うものとする。

２）近接の範囲については，各管理者によって異なるため，管理者と協議を行うものと

とする。

１）オールケーシング工法の圧入・掘削時に，異常音・回転トルクの上昇等の異変が確認

された場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

２）オールケーシング工法のコンクリート打設時に，コンクリートが予定通りに打ち上が

ってこなかった場合は，作業を中止し，原因の確認を行うものとする。

３）工事の施工中に上記１．２．が発生した場合，現場代理人は，直ちに監督員に連絡し，

協議を行うものとする。

成し，監督員へ提出するものとする。

１）工事箇所に地下埋設物がある場合，工事着手前にその種類，位置，形状，深さ，構造

等をそれらの管理者が有する資料（台帳，完成図等）と照合し確認するものとする。

特に，破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者と協議を

行い詳細な確認を行うものとする。

２）必要に応じて試掘，ボ－リング及び地中探査等原位置での調査を，監督員と協議のう

え実施するものとする。

３）地下埋設物の確認については，別紙様式により行い，結果を監督員へ報告するものと

する。

１．工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

２．近接工事に関する確認・対策の徹底について

１．作業中止の判断基準について

受注者は，熱中症対策として，以下の項目を実施する場合は，使用や費用が分かる資料（

カタログ・見積等）を監督員に提出の上，必要な設置期間等を協議することとし，その費用

については設計変更の対象とする。

（１）遮光ネット（足場に設置するものに限る）

Ⅶ．地下埋設物調査等に関する特記仕様書

Ⅷ．熱中症対策

４）工事着手前に，上記１～３の事項を盛り込んだ，施工の実態に応じた施工計画書を作

なお，上記熱中症対策の実施後，実績が分かる資料（写真等）を監督員に提出すること。

Ⅸ．快適トイレの設置の施行に関する特記仕様書

１.快適トイレの試行

受注者は，現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレの設置に努めること。

 (12)～(17)については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、

必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

(1)洋式便器

(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む）

(3)臭い逆流防止機能

(4)容易に開かない施錠機能
(5)照明設備
(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)

【付属品として備えるもの】

(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

(8)周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

(9)サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置)

(10)鏡と手洗器

(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様，付属品】

(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)

(13)擬音装置（機能含む）

(14)着替え台

(15)臭気対策機能の多重化

(16)室内温度の調整が可能な設備
(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等)

２．快適トイレに要する費用

 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

 受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を示す書類を添付し、

規格・基数等の詳細について監督職員と協議する。

 なお、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、積算上限額を超える費用について
別途計上は行わない。

３）補正係数は、「福岡市営繕工事における週休２日工事実施要領」を参照すること。

ⅩⅡ．週休２日工事

１.週休２日工事の対象工事について

本工事は、週休２日工事の対象工事であり、週休２日を前提とした工期を設定している。

・週休２日 Ⅰ型（受注者が工事着手前に「週単位の週休２日」に取り組む旨を発注者と協議した

２.発注方式について（該当事項〇印）

３.費用補正について

うえで取り組む方式（月単位の週休２日及び通期の週休２日は必須））

・週休２日 II型（受注者が工事着手前に「週単位の週休２日」又は「月単位の週休２日」に取り

組む旨を発注者と協議したうえで取り組む方式（通期の週休２日は必須））

労務費)を補正して予定価格を作成している。現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、
なる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の

１）週休２日 Ⅰ型の場合、「月単位の週休２日」の達成を前提に、労務費(予定価格のもとと

２）週休２日 II型の場合、「通期の週休２日」の達成を前提に、労務費(予定価格のもととなる
工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正

（福岡市ホーム > 創業・産業・ビジネス > 公共工事・技術情報 > 工事基準 > 週休２日工事）

2)「福岡市営繕工事における週休２日工事実施要領」に基づき実施すること。

その職務を行う代理者をあわせて指名する。
1）発注者は、労働安全衛生法に基づき指名する統括安全衛生管理義務者が現場休息となる日に、

４.その他

金額のうち補正分を減額変更する。
増額変更する。また、「月単位の週休２日」が未達成の場合は、補正係数を除し、請負代
「週単位の週休２日」を達成した場合は、補正係数を変更し、請負代金額のうち補正分を

２日」または「月単位の週休２日」を達成した場合は、補正係数を変更し、請負代金額のうち

補正分を増額変更する。
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解体工事特記仕様書（３）

福岡市 局 部 課

Ｎo.

日付  令和    ．    ．

工事名

図面名

ⅩⅢ．建設発生土 指定処分場

設計変更の対象とする。

なお、これにより難い場合が生じたときは、監督員の指示によるものとし、

受入地までの運搬距離は、L=○○㎞とする。
（２）運搬距離

施設名称：○○

住所：○○市○○区○○番地

（１）受け入れ場所

本工事の残土は、○○○○に搬入するものとし、受け入れ条件は下記の通りとする。

を参照すること。

実施要領は、福岡市ホームページの「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」

に基づき行うこと。

実施にあたっては、「福岡市 建設キャリアアップシステム活用工事 実施要領」

本工事は、建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）の対象工事である。

１.建設キャリアアップシステム活用工事について

ⅩⅣ．建設キャリアアップシステム活用工事に関する特記仕様書

ⅩV．猛暑による作業不能日数

１.猛暑による作業不能日数について（該当事項○印）

・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。

なお、気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における

定時の現場作業時間において、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点における

WBGT値が３１以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を

閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））

が当初見込んだ日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を
協議することができる。

・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負契約書
契約条項第21条に基づき、受注者からの請求により協議する。

実施は、「福岡市営繕工事及び地質調査業務委託における遠隔臨場に関する実施要領」
による。

及び「関連工事等の調整」（以下、「監督職員の立会い等」という。）を実施するもの

である。実施内容については、受発注者間で調整するものとする。

２）機器の手配
遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb会議システム等は受発注者間で
協議の上、工事受注者が手配するものとする。
これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。

３）費用
遠隔臨場実施にかかる費用については、別途とする。

４）不正行為
遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等は行わないこと。

ⅩVII．遠隔臨場

１．遠隔臨場の対象工事について

本工事は受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施することができる。

２．実施内容

１）「監督職員の立会い等」の実施

工事受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb会議システム等を
利用して配信し、「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」

ⅩVI．ウィークリースタンス・ワンデーレスポンス

本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。

とする。

実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領（工事）」に基づき実施するもの

１.ウィークリースタンス

２.ワンデーレスポンス

な期限までに回答することをいう。

ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問・協議等に対して、１日あるいは適切

監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努める。

（福岡市ホーム > 創業・産業・ビジネス > 公共工事・技術情報 > 工事基準）

また、受注者側の都合により上記に指定された処分先以外に搬入する場合は、

選択すること。

施工承諾により、下記HP掲載の指定処分場または建設発生土リサイクルプラントの中から

（福岡市ホーム > 創業・産業・ビジネス > 公共工事・技術情報 > 工事基準
> 建設副産物）


